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教育クラウドプラットフォーム「まなびポケット」利用規約【現改比較表】 2026 年 3 月 25 日現在 

～2026年３月31日 2026年4月1日～ 
 

第１章（共通） 

第４条 （本規約の構成・優先関係） 第４条 （本規約の構成・優先関係） 

２）本規約は、本サービス全体に適用される第１章（共通）の条項、個々の当社提供コンテンツ単位に追

加、適用される第２章（各当社提供コンテンツ個別利用規約）、まなホーダイに適用される第３章（まな

ホーダイ）、まなびポケット たんぽくんに適用される第４章―１（まなびポケット たんぽくん）、まな

びポケット たんぽくんアドミスキームに適用される第４章―２（まなびポケット たんぽくんアドミス

キーム）、まなびポケット統合認証機能に適用される第５章（統合認証メニュー）、ダッシュボードサー

ビスに適用される第６章（ダッシュボード）の条項により構成され、本サービス全体に適用される第１章

（共通）の条項には当社所定の申込書に記載の条件を含みます。 

２）本規約は、本サービス全体に適用される第１章（共通）の条項、個々の当社提供コンテンツ単位に追

加、適用される第２章（各当社提供コンテンツ個別利用規約）、まなホーダイに適用される第３章（まなホ

ーダイ）、まなびポケット たんぽくんに適用される第４章―１（まなびポケット たんぽくん）、まなびポ

ケット たんぽくんアドミスキームに適用される第４章―２（まなびポケット たんぽくんアドミスキー

ム）、まなびポケット統合認証機能に適用される第５章（統合認証メニュー）、ダッシュボードサービスに

適用される第６章（ダッシュボード）、個別機能に適用される第７章（個別機能）の条項により構成され、

本サービス全体に適用される第１章（共通）の条項には当社所定の申込書に記載の条件を含みます。 

 ９）第７章（個別機能）に規定のない事項については、第１章（共通）の条項が適用されるものとします。 

９）コンテンツ事業者提供コンテンツを利用することができる権利（以下、「ライセンス」といいます。）

に関する提供条件は、「教育クラウドプラットフォーム『まなびポケット』利用規約別冊（コンテンツ事

業者提供コンテンツに関するライセンスの提供）」（本規約において、「別冊」といいます）に定めます。

本規約と別冊の内容に齟齬又は抵触がある場合には、別冊の規定が優先して適用されます。ただし、別冊

に規定のない事項については、第１章（共通）の条項が適用されるものとします。 

10）コンテンツ事業者提供コンテンツを利用することができる権利（以下、「ライセンス」といいます。）

に関する提供条件は、「教育クラウドプラットフォーム『まなびポケット』利用規約別冊（コンテンツ事業

者提供コンテンツに関するライセンスの提供）」（本規約において、「別冊」といいます）に定めます。本

規約と別冊の内容に齟齬又は抵触がある場合には、別冊の規定が優先して適用されます。ただし、別冊に規

定のない事項については、第１章（共通）の条項が適用されるものとします。 

第７章（個別機能） 

 以下の利用規約（以下「個別機能利用規約」といいます。）は、NTT ドコモビジネス株式会社（以下「当社」といい

ます。）が提供する個別機能のご利用条件を定めるものです。個別機能を利用団体がご利用いただくには、個別

機能利用規約をお読みの上、ご同意いただく必要がございます。 

 

第１条 （用語の定義） 

本章において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 
個別機能 当社がまなびポケットに付加して提供する AAR 機能及び心の健康観察機能、並

びに当社が別途定めるその他の機能をいいます。個別機能の内容、提供条件その

他必要事項は、申込書等又は当社が別途定める方法により定め、又は通知します。 
個別機能利用契

約 
当社と利用団体との間で個別機能利用規約に基づき締結する、個別機能の利用に

関する契約をいいます。 
AAR機能 授業の見通しの作成、学習過程の記録・振り返り等を通じて AAR サイクルの実

践を支援し、児童生徒及び教職員等が当該情報を利用できる機能（当社が追加す

る関連機能を含みます。）をいいます。 
心の健康観察機

能 
児童生徒の心身の状態等を把握し、教職員等による早期の気づき・支援に資する

情報の記録・閲覧等を行う機能をいいます。 
 

第２条 （申込みと承諾） 

１） 利用団体は、個別機能利用規約の内容に同意の上、当社所定の申込書又は申込フォーム（以下「申込
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書等」といいます。）において、利用を希望する個別機能を選択することにより申込みを行うものとし

ます。また、利用団体は、自らの管理下にある利用者に個別機能利用規約の内容を遵守させるものとし

ます。 

２） 当社が前項の申込みに対して承諾した時をもって、個別機能利用契約の成立とします。 

３） 利用団体による個別機能に係る申込み及び当社の承諾については、前２項の他、第１章第５条（申込み

と承諾）の規定に準じます。 

 

第３条 （個別機能に係る利用権の許諾等） 

１） 当社は利用団体及び利用者に対し、申込みが行われた個別機能を利用する権利を許諾します。 

２） 前項の利用許諾の有効期間は、申込書に定める利用期間と同一とします。 

 

第４条 （当社が行う個別機能利用契約の解約） 

１） 当社は第１章第１２条（当社が行う本サービスに係る契約の解約）の定めに基づき、個別機能利用契約を解

約することがあります。 

２） 前項の他、当社と利用団体との間で締結されている本契約が事由の如何を問わず解約又は終了した場

合、当該解約又は終了した時をもって、個別機能利用契約も解約されるものとします。 

 

第５条 （料金） 

１） 利用団体は個別機能利用契約に基づいて、当社が個別機能の提供を開始した日を含む料金月の初日

から起算して、契約の解除があった日を含む料金月の末日までの期間について、申込書等に定める料

金の支払を要します。個別機能利用規約における「料金月」とは、１の暦月の起算日（当社が個別機能

利用契約毎に定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいま

す。 

２） 第 1 章第 13 条に定める利用中止又は第 1 章第 14 条に定める利用停止があったときは、利用団体はそ

の期間中の料金の支払を要します。 

 

第６条 （責任の制限） 

１） 当社は、個別機能を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、個別機能が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上

その状態が連続した場合に限り、これに起因して利用団体に生じた逸失利益、派生損害等を除く通常

の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。なお、当社は予見の有無、予見すべき場合を問わ

ず、特別の事情から生じた損害については、責任を負わないものとします。 

２） 前項により、当社が利用団体に対し賠償責任を負う場合において、当社は個別機能が全く利用できな

い状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限

ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する個別機能に係る料金（申込書

等に定める料金のうち、個別機能が全く利用できない状態が生じた時点において利用団体が利用して

いる部分に係るものに限ります。）の合計額を上限として、その責任を負うものとします。 

３） 当社の故意又は重大な過失により個別機能を提供しなかったときは、前２項の規定は適用しないものとしま

す。 

 附則（令和８年３月 24 日 ＳＷＢエデ 000400005335-01 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施の時点において、当社との間で GIGA スクールパックの基本パッケージ又は応用パッ

ケージに係る契約を締結している利用団体については、当該契約の定めに基づき、AAR 機能及び心の健康観

察機能の利用開始日の年度末（３月 31日）を１年目として、５年目の年度末までの期間に係る AAR 機能及

び心の健康観察機能の料金の支払いを要さないものとします。 

 

 

 




